
小規模事業者対象 事業環境変化対応型支援事業 

インボイス制度・電子帳簿保存法

実務講習会及び個別相談会 

 要予約 

本年１０月１日からインボイス制度が施行、令和６年１月１日から電子帳簿 

保存法が適用となるため、初めて消費税の課税事業者となる事業者や消費税に不慣れな事業者 

に対して、消費税の基礎からインボイス制度の概要までのおさらいを行い、それを役立たせる 

内容の講習会をいたします。また電子帳簿保存法では、小規模事業者も対象となる「電子取引 

データ保存」の説明を主に行ないます。 

これから準備される事業者はもちろんのこと、準備済の事業者も再確認になりますので、是非 

ご参加ください。 

 実務講習会の主な内容  ① 消費税の基礎                           

② インボイス制度の概要のおさらい                                 

③ インボイスの記載事項の確認                                 

④ インボイスに記載する消費税の端数処理                           

⑤ インボイスを受け取った時の確認事項                              

⑥ 電子帳簿保存法の概要のおさらい                     

⑦ 電子取引のデータ保存                                             

開 催 日  令和５年９月１１日（月）、１０月６日（金） 

        実務講習会 10：00～12：00 

        個別相談会 13：00～15：00 ＠３０分×４組 

開催場所  白馬商工会館 ２階 

講  師  税理士 波多江 正曉 先生 

申込方法  FAX（裏面申込書）又はお電話にてお申し込みください。 

申込人数  会場参加２０名（Zoom 参加可能） 

申込期限  開催日の１週間前まで 



 

小規模事業者対象 インボイス制度・電子帳簿保存法 

実務講習会及び個別相談会 ＦＡＸ申込書 

 

参加希望日 9/11（月） ・ 10/6（金） 

事業所名  

お申込者名  

お申込者以外の参加者名  

連絡先（電話番号） （    ）    －    

参加方法 会場参加 ・ Zoom 参加 

Zoom 参加の場合 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
＠   

個別相談 
日程調整の都合上、お電話のお申し込みのみ

でお願いいたします。 

 

  お問合せ先・お申し込み先 

    白馬商工会 TEL：0261-72-5101  FAX：0261-72-6112 

          ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@hakuba-sci.jp 

 

※ Zoom 参加の場合は、メールアドレスの確認のため FAX またはメールにてお申し込みください。ま

た、ウェビナー方式の Zoom のため質疑応答は対応できませんのでご了承ください。 

※ ここでいう小規模事業者とは、初めて消費税の課税事業者となる事業者や消費税に不慣れな事業者

を対象としていますが、インボイス制度への対応に苦慮されている方なら誰でもご参加いただけま

す。 

 事業環境変化対応型支援事業  

mailto:info@hakuba-sci.jp

